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(57)【要約】
【課題】高温対応の高価な温度センサを用いることなく
、連続発光やフラット発光の場合でも閃光放電管の熱的
保護を適切に図ること。
【解決手段】発光時にはキセノン放電管１３の発光量に
応じて数値化された発熱ポイント値を加算され、発光は
休止時には発光休止時間に応じて数値化された発熱ポイ
ント値を減算される発熱ポイント積算部４４を設け、発
熱ポイント積算部４４の発熱ポイント積算値Ｐｃが所定
値Ｐｓｅｔ以下であるか否かを判別し、所定値Ｐｓｅｔ
以下である場合にはキセノン放電管１３の発光を許可し
、所定値Ｐｓｅｔ以下でない場合にはキセノン放電管１
３の発光を禁止する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　閃光放電管を含む発光部と、カメラよりシャッタの開閉に関係する情報を入力して前記
発光部の発光を制御する制御部とを備えたストロボ装置であって、
　前記制御部は、
　発光時には前記発光部の発光量に応じて数値化された発熱ポイント値を加算され、発光
休止時には発光休止時間に応じて数値化された放熱ポイント値を減算される発熱ポイント
積算部と、
　前記発熱ポイント積算部の発熱ポイント積算値が所定値以下であるか否かを判別し、所
定値以下である場合には前記発光部の発光を許可し、所定値以下でない場合には前記発光
部の発光を禁止する発熱限界制御部と、
　を有するストロボ装置。
【請求項２】
　前記発熱限界制御部は、発熱ポイント積算値に応じて撮影感度を変化させる指令を前記
カメラに出力する請求項１に記載のストロボ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストロボ装置に関し、更に詳細には、カメラのシャッタに同期して閃光放電
管が発光するストロボ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ用のストロボ装置として、カメラのシャッタに同期して閃光放電管が発光するス
トロボ装置は、広く知られている（例えば、特許文献１、２、３）。
【０００３】
　閃光放電管は、発光によって発熱し、管温度が上昇するので、閃光放電管の熱的保護の
ために、駆動回路中のＩＧＢＴや昇圧コンデンサ等に取り付けたサーミスタ式温度センサ
や半導体式温度センサによってストロボ装置内部や部品の温度を計測し、計測温度が所定
値に達すれば、一定時間が経過するまで発光を禁止したり、発光間隔を強制的に延ばして
管温度の低下を図ったりすることが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３１１４７９号公報
【特許文献２】特開２００５－１１５１６１号公報
【特許文献３】特開２００７－１７８９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＩＧＢＴや昇圧コンデンサ等に貼り付けた温度センサによって計測される温度は、必ず
しも管温度を代表するものにならず、特に、連続発光や、シャッタが開いている期間は連
続的に発光を行うハイスピードシンクロと呼ばれるフラット発光の場合には、単位時間当
たりの発光量が多く、管温度の上昇が速いため、温度センサによって計測される温度は管
温度より乖離する。このため、連続発光やフラット発光の場合には、閃光放電管の熱的保
護を図る制御を温度センサによる計測温度によって行っても、適切な熱的保護が行われな
くなる虞がある。
【０００６】
　このことに対しては、閃光放電管に温度センサを貼り付けて管温度を直接に計測すれば
よいが、管温度、特にリード部の温度は６００℃程度にまで達するので、サーミスタ式温
度センサや半導体式温度センサを使用することができず、高温対応の高価な温度センサが
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必要になる。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、高温対応の高価な温度センサを用いることなく、連
続発光やフラット発光の場合でも閃光放電管の熱的保護を適切に図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によるストロボ装置は、閃光放電管（１３）を含む発光部（１２）と、カメラ（
５０）よりシャッタの開閉に関係する情報を入力して前記発光部（１２）の発光を制御す
る制御部（２０）とを備えたストロボ装置（１０）であって、前記制御部（２０）は、発
光時には前記発光部の発光量に応じて数値化された発熱ポイント値を加算され、発光は休
止時には発光休止時間に応じて数値化された発熱ポイント値を減算される発熱ポイント積
算部（４４）と、前記発熱ポイント積算部（４４）の発熱ポイント積算値（Ｐｃ）が所定
値以下であるか否かを判別し、所定値以下である場合には前記発光部（１２）の発光を許
可し、所定値以下でない場合には前記発光部（１２）の発光を禁止する発熱限界制御部（
４２）とを有する。
【０００９】
　この構成によれば、発熱ポイント積算値（Ｐｃ）は発光部（１２）の発光量と発光休止
時間とによって定量的に増減するから、連続発光やフラット発光の場合でも、発熱ポイン
ト積算値（Ｐｃ）は閃光放電管（１３）の温度に正しく相関し、発熱ポイント積算値（Ｐ
ｃ）が所定値以下である場合には発光部の発光を許可し、所定値以下でない場合には発光
部の発光を禁止するから、連続発光やフラット発光の場合でも閃光放電管（１３）の熱的
保護が適切に行われる。
【００１０】
　本発明によるストロボ装置は、好ましくは、前記発熱限界制御部（４２）は、発熱ポイ
ント積算値（Ｐｃ）に応じて撮影感度を変化させる指令を前記カメラに出力する。
【００１１】
　この構成によれば、発熱ポイント積算値（Ｐｃ）に応じてカメラの撮影感度を変化させ
ることができ、高感度化によって発光量が低下することにより、発光部の発光禁止の頻度
を下げたり、発光禁止の時間を短縮したりすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によるストロボ装置によれば、発熱ポイント積算値は発光部の発光量と発光休止
時間とによって定量的に増減するから、連続発光やフラット発光の場合でも、発熱ポイン
ト積算値は閃光放電管の温度に正しく相関し、発熱ポイント積算値が所定値以下である場
合には発光部の発光を許可し、所定値以下でない場合には発光部の発光を禁止する。これ
により、高温対応の高価な温度センサを用いることなく、連続発光やフラット発光の場合
でも閃光放電管の熱的保護が適切に行われる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明によるストロボ装置の一つの実施形態を示すブロック図。
【図２】本実施形態によるストロボ装置に用いられる発熱量－発熱ポイント値のデータテ
ーブルの一例を示す説明図。
【図３】本実施形態によるストロボ装置の発熱限界制御ルーチンを示すフローチャート。
【図４】本実施形態によるストロボ装置の発熱限界制御のタイムチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明によるストロボ装置の一つの実施形態を、図１を参照して説明する。
【００１５】
　本実施形態によるストロボ装置１０は、発光部１２と、電池による電源部１４と、駆動
回路１６と、発光部１２の発光を制御するストロボ制御用マイクロコンピュータ２０とを
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具備した電子制御式のものである。
【００１６】
　発光部１２は閃光放電管としてキセノン放電管１３を具備している。キセノン放電管１
３は、長時間の繰り返しの発光に熱的に耐えるべく、ガラス管として石英製のものを用い
られ、陰極用の電子放射性材料としてバリウムを含むものを用いられている。
【００１７】
　駆動回路１６は、ＤＣ－ＤＣコンバータや主コンデンサ、トリガ回路、ＩＧＢＴ等によ
るスイッチングトランジスタ等を含み、電源部１４よりの電力をＤＣ－ＤＣコンバータに
よって昇圧して閃光放電のための電気エネルギを主コンデンサに蓄え、ストロボ制御用マ
イクロコンピュータ２０からの制御指令信号に従って発光部１２の発光タイミングと発光
量を定量的に設定する。
【００１８】
　ストロボ制御用マイクロコンピュータ２０は、定電圧回路２２によって電圧調整された
電源部１４からの電力を供給されて動作する。ストロボ制御用マイクロコンピュータ２０
には、通信部２４と、操作スイッチ群２６と、表示部２８と、受光センサ３０と、ワイヤ
レスセンサ３２と、シンクロコード接続部３４とが接続されている。
【００１９】
　通信部２４は、ストロボ装置１０が電子制御式のカメラ５０のホットシューに装着され
ることによりカメラ５０との間に各種情報の通信を行う。通信部２４がカメラ５０より受
信するカメラ情報（信号）としては、ＴＴＬ測光情報、シャッタ速度情報、シャッタボタ
ン押下信号、シャッタ全開信号、シャッタ全閉信号等がある。
【００２０】
　操作スイッチ群２６は、使用者によって操作されるものであり、電源スイッチと、ファ
クションモードや各種のマニュアル設定値等を設定するマルチ設定スイッチとを具備して
いる。マルチ設定スイッチが選択設定するファクションモードとしては、ＴＴＬ自動調光
モード、外部調光モード、マニュアルモード、マルチ発光モード、外部シンクロモード、
ワイヤレスＴＴＬモード等がある。
【００２１】
　ＴＴＬ自動調光モードは、シャッタボタンが押されて露光を開始する直前（シャッタが
開く直前）に小光量による前発光（プリ発光）を行い、前発光時のカメラ５０よりのＴＴ
Ｌ測光情報に基づいてその後のシャッタ開状態での露光のための発光の発光量を自動設定
して主発光を行うモードである。
【００２２】
　カメラ５０がフォーカルプレンシャッタカメラの場合、シャッタ速度が所定以下の低速
であると、先幕走行が完了して次に後幕走行が開始される間にシャッタが全開になった状
態下で全面露光が行われ、これに対しシャッタ速度が所定以上の高速であると、先幕と後
幕とが同時走行して先幕と後幕との間に形成されるスリットによって走査移動式の露光が
行われるものがある。シャッタが全開になって全面露光する場合にはシャッタ全開時にＴ
ＴＬ自動調光による一回閃光の主発光が行われる。これに対し走査移動式の露光の場合に
は、走査移動の全域に亘って比較的低い光量による発光がＴＴＬ自動調光のもとに連続し
て行われる。後者はハイスピードシンクロと呼ばれるものであり、この時の主発光の状態
をフラット発光と呼ぶ。
【００２３】
　外部調光モードは、シャッタボタンが押されて露出が開始された時点から主発光を開始
し、それと同時に受光センサ３０によってリアルタイムで被写体からの反射光を計測し、
その計測値の積分値が所定値になった時点で主発光を停止するモードである。
【００２４】
　マニュアルモードは、マニュアル設定された発光量をもって一回閃光の主発光を行う。
また、マルチ発光モードは、動被写体を分解写真（こま取り写真）を撮るような場合に用
いられるモードであり、マニュアル設定された発光回数と発光周期（間隔）と一回発光毎
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の発光量をもって主発光を行うモードである。
【００２５】
　外部シンクロモードは、ホットシューによらずにシンクロコード接続部３４に接続され
たシンクロコードによってカメラ５０と特定のシャッタ速度（Ｘ）設定のもとにシンクロ
を取って主発光を行うモードである。
【００２６】
　ワイヤレスＴＴＬモードは、マルチストロボ撮影において、ストロボ装置１０がカメラ
５０のホットシューに接続されるもう一つのストロボ装置（マスタ機）１０以外にスレー
ブ機として別置きされた場合に、マスタ機よりワイヤレスセンサ３２によってシャッタボ
タン情報とシャッタ情報とＴＴＬ測光情報とを受信してマスタ機と同一のＴＴＬ自動調光
モードを実行するモードである。
【００２７】
　表示部２８は、液晶表示パネル等によって構成され、ファクションモード設定画面、マ
ニュアル設定画面等を表示する。
【００２８】
　ストロボ制御用マイクロコンピュータ２０は、コンピュータプログラムを実行すること
により、発光制御部４０と、発熱限界制御部４２と、発熱ポイント積算カウンタ４４とを
具現化する。
【００２９】
　発光制御部４０は上述した各ファクションモードにおける発光のタイミングと発光量と
を設定して発光のための制御指令信号を駆動回路１６に出力する。つまり、発光制御部４
０はカメラ５０のシャッタが開いている状態下で行う発光を制御する。
【００３０】
　発熱限界制御部４２は、発熱ポイント積算部４４の発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐ
ｓｅｔ以下であるか否かを判別し、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔ以下である
場合にはキセノン放電管１３の発光を許可する信号を発光制御部４０に出力し、発熱ポイ
ント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔ以下でない場合にはキセノン放電管１３の発光を禁止す
る信号を発光制御部４０に出力する。
【００３１】
　これにより、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔ以下である場合には、上述した
各ファクションモードにおける発光のタイミングと発光量をもってキセノン放電管１３が
発光するが、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔを超えるとキセノン放電管１３は
発光を禁止され、発光しない。
【００３２】
　発熱ポイント積算部４４は、キセノン放電管１３が発光した時にはその発光量に応じて
数値化された発熱ポイント値Ｐａを発熱ポイント積算値Ｐｃに加算され、キセノン放電管
１３が発光していない発光休止時には、その発光休止時間に応じて数値化された放熱ポイ
ント値Ｐｂを減算される。
【００３３】
　キセノン放電管１３が発光した時にはその発光量に応じてキセノン放電管１３の温度が
上がり、キセノン放電管１３が発光していない時には、自然放熱によってキセノン放電管
１３の温度が下がるので、発熱ポイント積算部４４の発熱ポイント積算値Ｐｃは、連続発
光やフラット発光の場合でも、閃光放電管１３の温度に正しく相関することになる。
【００３４】
　発光量に応じた発熱ポイント値Ｐａおよび発光休止時間に応じた放熱ポイント値Ｐｂは
、実験等により適正値に定めることができる。発熱ポイント積算部４４は実験等により同
定された発光量に応じた発熱ポイント値Ｐａのデータテーブルを持っていればよい。この
データテーブルの一例を図２に示している。図２において、発光量１／１はフル発光、発
光量１／３２は最大制限発光である。
【００３５】
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　発光休止時間に応じた放熱ポイント値Ｐｂは単位時間によって決まる一定の値であり、
単位時間当たり毎に発熱ポイント積算値Ｐｃを所定値（放熱ポイント値Ｐｂ）をもってデ
クリメントすることが行われればよい。
【００３６】
　この結果、キセノン放電管１３の温度が所定値に達すると、キセノン放電管１３の発光
が禁止され、連続発光やフラット発光の場合でも、光放電管の熱的保護が適切に行われる
。
【００３７】
　また、発熱限界制御部４２は、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔに達するか、
あるいは近付くと、撮影感度を大きくする情報をカメラ５０に出力する。
【００３８】
　これにより、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔに達するか、あるいは近付くと
高感度化によって発光量が低下し、キセノン放電管１３の発光禁止の頻度が低下、あるい
は発光禁止の時間が短縮する。
【００３９】
　発熱限界制御部４２及び発熱ポイント積算部４４による発熱限界制御ルーチンを、図３
を参照して説明する。発熱限界制御ルーチンは所定時間毎の繰り返し実行される時間割込
ルーチンである。
【００４０】
　まず、カメラ５０の情報によって発光の指令があるか否かを判別する（ステップＳ１０
）。発光の指令がない場合には、所定の発光休止時間が経過したとして、発熱ポイント積
算部４４の発熱ポイント積算値Ｐｃを所定の放熱ポイント値Ｐｂだけ減算する（ステップ
Ｓ１５）。
【００４１】
　これに対し、発光の指令がある場合には、次の発光の発光量に対応する発熱ポイント値
Ｐａをデータテーブルより読み出し、発熱ポイント積算値Ｐｃに発熱ポイント値Ｐａを加
算した値が予め定められている所定値（閾値）Ｐｓｅｔ以下であるか否かを判別する。
【００４２】
　（Ｐｃ＋Ｐａ）がＰｓｅｔ以下でない場合には、キセノン放電管１３の温度が危険温度
になっているとして発光禁止の指令を発光制御部４０に出力する。キセノン放電管１３の
温度が危険温度に達すると、キセノン放電管１３は発光しない。この後、発熱ポイント積
算値Ｐｃを放熱ポイント値Ｐｂだけ差し引いて発熱ポイント積算値Ｐｃを更新し（ステッ
プＳ１５）、ルーチンを終了する。
【００４３】
　これに対し、（Ｐｃ＋Ｐａ）がＰｓｅｔ以下であれば、キセノン放電管１３の温度が危
険温度に達していないとして発光許可の指令を発光制御部４０に出力する。これにより、
キセノン放電管１３が発光する。その後、発熱ポイント積算値Ｐｃに発熱ポイント値Ｐａ
を加算してポイント積算値Ｐｃを更新し（ステップＳ１３）、ルーチンを終了する。
【００４４】
　上述の発熱限界制御ルーチンが所定時間ごとに繰り返し実行されることにより、図３に
示されているように、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅｔに達すると、発光禁止に
なるが、発光禁止によって発光休止が行われることにより発熱ポイント積算値Ｐｃが低下
し、次の発光が発光量Ｐａをもって行われても、発熱ポイント積算値Ｐｃが所定値Ｐｓｅ
ｔを超えない値にまで低下すると、即座に次の発光が行われる。これにより、最小限の発
光禁止をもってキセノン放電管１３の熱的保護が図られる。
【００４５】
　発熱ポイント積算部４４の発熱ポイント積算値Ｐｃは、ストロボ装置１０の電源がオフ
になっても保持され、電源再オン時に駆動回路１６の主コンデンサの電圧が電源オフ期間
の自然放電によって所定値になっていれば、電源オフの経過時間によってキセノン放電管
１３の温度が大気温度等まで十分低下しているとして、ゼロにリセットされればよい。
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【００４６】
　あるいは、ストロボ装置１０の電源がオフになってストロボ制御用マイクロコンピュー
タ２０を低消費電力モードで動作させ、電源オフ後の経過時間に応じて発熱ポイント積算
値Ｐｃをゼロになるまでデクリメントし、発熱ポイント積算値Ｐｃがゼロになる前に電源
が再オンされた場合には、その時点の発熱ポイント積算値Ｐｃを使用する。
【００４７】
　以上、本発明を、その一つの実施形態について説明したが、当業者であれば容易に理解
できるように、本発明はこのような実施形態により限定されるものではなく、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００４８】
　たとえば、発熱限界制御部４２による発熱限界制御は、キセノン放電管１３が熱的問題
を生じる高温状態になる虞がある連続発光やフラット発光の場合に行われてもよい。発光
休止時間に応じた放熱ポイント値Ｐｂは、キセノン放電管１３の自然放熱特性に応じて連
続した発光休止時間に応じた非線形の値であってもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態に示した構成要素は必ずしも全てが必須なものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない限りにおいて適宜取捨選択することが可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　　ストロボ装置
　１２　　発光部
　１３　　キセノン放電管
　１４　　電源部
　１６　　駆動回路
　２０　　ストロボ制御用マイクロコンピュータ
　２２　　定電圧回路
　２４　　通信部
　２６　　操作スイッチ群
　２８　　表示部
　３０　　受光センサ
　３２　　ワイヤレスセンサ
　３４　　シンクロコード接続部
　４０　　発光制御部
　４２　　発熱限界制御部
　４４　　発熱ポイント積算カウンタ
　５０　　カメラ
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